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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡挿入部の先端部内に設けられ、レンズを移動可能に収容するとともに、接地され
た導電性を有する収容部材と、
　一端部が前記収容部材に電気的に接続され、他端部が通電するための信号ケーブルに接
続されたものであって、前記信号ケーブルを介する通電によって収縮する特性を有し、前
記収容部材を接地電位にして、前記信号ケーブルを介して通電することによって収縮して
前記レンズを移動させるための形状記憶合金部材と、
　を具備したことを特徴とする内視鏡。
【請求項２】
　前記収容部材は、
　前記レンズを保持して前記収容部材に対して移動可能に設けられ、前記収容部材に電気
的に接続された導電性を有する移動部材を有し、
　前記形状記憶合金部材の前記一端部は、前記移動部材に固定されることにより前記移動
部材を介して前記収容部材に電気的に接続したことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡
。
【請求項３】
　前記移動部材を固定部材に対して前記先端部の前方に付勢する付勢部材を有しているこ
とを特徴とする請求項２に記載の内視鏡。
【請求項４】
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　前記形状記憶合金部材は、形状記憶合金ワイヤであることを特徴とする請求項１から請
求項３のいずれか１つに記載の内視鏡。
【請求項５】
　前記形状記憶合金ワイヤの先端部は、前記移動部材を前記収容部材に対して前記先端部
の前方に付勢するバネ部を有していることを特徴とする請求項４に記載の内視鏡。
【請求項６】
　導電性を有し、一端部が前記移動部材に固定され、他端部が通電するための信号ケーブ
ルに接続されたものであって、前記信号ケーブルを介する通電によって変形する特性を有
し、この通電による変形によって、前記移動部材が移動する場合に、前記移動部材を前記
収容部材に対して任意の位置に保持するための保持手段を設けたことを特徴とする請求項
５に記載の内視鏡。
【請求項７】
　前記保持手段は、イオン伝導アクチュエータであることを特徴とする請求項６に記載の
内視鏡。
【請求項８】
　前記形状記憶合金部材は、前記移動部材を移動させるための第１の形状記憶合金部と、
前記第１の形状記憶合金部のひずみ量を制御する第２の形状記憶合金部とを有しているこ
とを特徴とする請求項２、又は請求項３に記載の内視鏡。
【請求項９】
　前記第１の形状記憶合金部は、形状記憶合金ワイヤであり、
　前記第２の形状記憶合金部は、前記形状記憶合金ワイヤを移動自在に挿通可能な孔を有
し、通電により前記孔を収縮させることによって前記形状記憶合金ワイヤを保持する形状
記憶合金リングであることを特徴とする請求項８に記載の内視鏡。
【請求項１０】
　前記第１の形状記憶合金部は、形状記憶合金ワイヤであり、この形状記憶合金ワイヤの
先端部に導電性を有するパイプが接続されたものであって、
　前記第２形状記憶合金部材は、前記パイプを移動自在に挿通可能なコイル状のコイル部
を有し、通電により前記コイル部を収縮させることによって前記パイプを固定して前記形
状記憶合金ワイヤを保持する形状記憶合金コイルであることを特徴とする請求項８に記載
の内視鏡。
【請求項１１】
　前記１の形状記憶合金部の通電により収縮を開始する温度が、前記第２の形状記憶合金
部の通電により収縮を開始する温度以下の温度となるように、前記第１、及び第２の形状
記憶合金部を構成したことを特徴とする請求項８に記載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば内視鏡の観察光学系のフォーカシング、又はズーミング、観察深度の
切換等を行なうアクチュエータを有する内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、内視鏡は、医療分野等で広く利用されている。内視鏡は、例えば、体腔内に
細長い挿入部を挿入することによって、体腔内の臓器等を観察したり、必要に応じて処置
具挿通チャンネル内に挿入した処置具を用いて各種処置をすることができる。挿入部の先
端には、湾曲部が設けられ、内視鏡の操作部を操作することによって、先端部の観察窓の
観察方向を変更させることができる。
【０００３】
　また、内視鏡は、観察光学系のフォーカシング、又はズーミング、観察深度の切換等を
行なうアクチュエータを有しているものがある。このようなアクチュエータは、例えば、
急速変形圧電アクチュエータの慣性体、又は移動体に観察光学系のフォーカシングレンズ
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のレンズ枠や絞りを固着させ、急速変形圧電アクチュエータの移動をレンズ枠や絞りに直
接伝達させることにより、レンズ枠や絞りを移動させている。
【０００４】
　このようなアクチュエータを有する従来の内視鏡としては、例えば、特許文献１に記載
されているものがある。　
　この特許文献１では、レンズが取り付けられたレンズ枠に一体成形された突起部に、形
状記憶合金 ( Shape Memory Alloys で、以下、ＳＭＡと称す）材料によって形成された
コイルばねの一端を固定し、このコイルばねの他端をアクチュエータユニットの移動体に
固定し、このコイルばねに接続された２本のリード線を介して通電又は非通電することに
より、レンズ枠を移動させることができる技術が開示されている。
【特許文献１】特開平５－３４１２０９号広報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記従来技術では、ＳＭＡ材料によって形成されたコイルばねの先端部
及び基端部に、接地用と駆動信号供給用との２本のリード線をそれぞれ接続しなくてはな
らず、特に、アクチュエータの駆動時にはレンズ枠が移動することになるので、先端部に
接続されたリード線を撓ませて配線することが必要であり、構造上煩わしいといった問題
点がある。
【０００６】
　また、２本のリード線を配線する必要があるために、レンズ枠、及び観察光学系を有す
る撮像ユニット自体を小型化することが難しく、その結果、内視鏡挿入部の先端部の細径
化を図ることが困難であるといった問題点がある。
【０００７】
　そこで、本発明は前記事情に鑑みてなされたもので、アクチュエータを有する撮像ユニ
ットの小型化を可能にして、内視鏡挿入部の先端部の細径化を図ることができる内視鏡を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の内視鏡は、内視鏡挿入部の先端部内に設けられ、レンズを移動可能に収容する
とともに、接地された導電性を有する収容部材と、一端部が前記収容部材に電気的に接続
され、他端部が通電するための信号ケーブルに接続されたものであって、前記信号ケーブ
ルを介する通電によって収縮する特性を有し、前記収容部材を接地電位にして、前記信号
ケーブルを介して通電することによって収縮して前記レンズを移動させるための形状記憶
合金部材と、を具備している。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の内視鏡によれば、アクチュエータを有する撮像ユニットの小型化を可能にして
、内視鏡挿入部の先端部の細径化を図ることができるといった利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
【００１１】
　（実施例１）
　図１から図５は本発明の内視鏡の実施例１を示し、図１は内視鏡を有する内視鏡システ
ムの全体構成を示す構成図、図２は図１の内視鏡の先端部の断面図、図３は図２のＣ矢印
方向からみた場合の先端部の平面図、図４、及び図５は内視鏡のアクチュエータの作用を
説明するための撮像ユニットの断面図であり、図４はＳＭＡワイヤの非通電時にばねの付
勢力により移動レンズ枠が先端部方向に移動した状態を示し、図５はＳＭＡワイヤの通電
時にＳＭＡワイヤが縮んで移動レンズ枠が基端側方向に移動した状態をそれぞれ示してい
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る。
【００１２】
　図１に示すように、本発明に係る内視鏡を有する内視鏡装置１は、内視鏡挿入部（以下
、挿入部と称す）９を構成する先端部１２内に撮像手段を備えた内視鏡２と、この内視鏡
２に着脱自在に接続されて内視鏡２に設けられたライトガイドに照明光を供給する光源装
置３と、内視鏡２に着脱自在に接続され、内視鏡の撮像手段を制御すると共にこの撮像手
段から得られた画像信号を映像信号に処理するビデオプロセッサ４と、このプロセッサ４
にて処理された映像信号が出力されて内視鏡画像を表示するモニタ５と、を有している。
【００１３】
　内視鏡２は、可撓性を有する細長の挿入部９と、この挿入部９の基端側に接続された操
作部１０と、この操作部１０の側部から延出され、撮像手段に接続する信号ケーブル３６
、駆動信号ケーブル５３、及び光源装置３からの照明光を伝達するライトガイドファイバ
（図示せず）などを内蔵したユニバーサルコード１１と、このユニバーサルコード１１の
端部に設けられ、光源装置３及びビデオプロセッサ４と着脱可能な接続部分であるコネク
タ部１１ａと、を有している。
【００１４】
　挿入部９と操作部１０との接続部には、接続部の急激な曲がりを防止する弾性部材によ
り構成された折れ止め部材１０Ａが設けられている。また、操作部１０とユニバーサルコ
ード１１との接続部には、折れ止め部材１０Ａと略同様の構成の折れ止め部材１１Ａが設
けられている。
【００１５】
　挿入部９は、先端に形成された硬質の先端部１２と、この先端部１２の基端部に形成さ
れる湾曲可能な湾曲部９Ａと、この湾曲部９Ａの基端部から操作部１０まで形成される細
長で可撓性を有する可撓管部９Ｂと、を有して構成されている。
【００１６】
　挿入部９内には、照明光を伝達するライトガイドファイバ（図示せず）が挿通されてい
る。このライトガイドファイバは、操作部１０を介してユニバーサルコード１１内に挿通
され、基端部がコネクタ部１１ａから突出する図示しないライトガイドコネクタに接続さ
れている。　
　また、このライトガイドファイバの先端部分は、先端部１２内において固定されている
。尚。先端部１２の先端部分には、照明光学系である照明ユニットの照明窓６１、６２（
図３参照）が配設され、ライトガイドファイバから照明窓６１、６２を介して照明光が出
射される。また、先端部１２の先端面には先端カバー１３が設けてある。
【００１７】
　尚、本実施例では、ライトガイドファイバ（図示せず）は、例えば操作部１０内で分岐
され、挿入部９において２本に分割され、挿通されている。そして、２本に分割された各
ライトガイドファイバの先端面は、先端カバー１３に設けられた２つの照明窓６１、６２
の背面近傍に夫々配置される。
【００１８】
　尚、本実施例では、照明光を得る手段として光源装置３からの照明光をライトガイドフ
ァイバによって伝達することによって被検体に照射する照明光を得るように構成したが、
これに限定されるものではない。例えば、先端部１２内にＬＥＤなどの発光素子を設け、
この発光した光を前記照明窓６１、６２を介して照明光として照射するように構成しても
良い。
【００１９】
　また、挿入部９内には、例えば、医療器具としての鉗子等の処置具を挿通可能とする程
度の内周長を有する管路である処置具チャンネル（鉗子チャンネルともいう）１８が設け
てあり、この処置具チャンネル１８の先端は、先端カバー１３の先端面１２ａにおいて開
口している（図２、及び図３参照）。　
　この処置具チャンネル１８は、挿入部９の基端側において分岐し、一方は操作部１０に
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配設される処置具挿入口１０Ｂまで挿通している。また他方は、挿入部９及びユニバーサ
ルコード１１内を通って吸引チャンネルに連通し、その基端がコネクタ部１１ａを介して
、図示しない吸引手段に接続される。このことにより、処置具チャンネル１８は、処置具
を挿通したり、又は、先端面１２ａの開口を介して体腔内の液体を吸引したりすることが
できるようになっている。
【００２０】
　また、先端カバー１３の先端面１２ａには、送気操作、送水操作によって後述する観察
光学系の外表面（観察窓）を形成する先端レンズ２７に向けて洗滌液体、又は気体を噴出
するための送気送水ノズル６０が設けられている（図３参照）。
【００２１】
　先端部１２の内部には、内視鏡２の観察光学系のフォーカシング、又はズーミング、観
察深度の切換等を行なうアクチュエータユニット１２Ｃを有する撮像ユニット２０が配設
されている。この撮像ユニット２０は撮像手段を構成するもので、構成については後述す
る。
【００２２】
　内視鏡２の操作部１０には、把持部１０Ｃが設けられている。また、操作部１０の把持
部１０Ｃの手元側には、送気操作、送水操作を操作する送気送水操作ボタン１０Ｄと、吸
引操作を操作するための吸引操作ボタン１０Ｅと、湾曲部９Ａの湾曲操作を行うための湾
曲操作ノブ１０Ｆと、前記ビデオプロセッサ４を遠隔操作したり、後述する前記撮像ユニ
ット２０内のアクチュエータユニット１２Ｃを遠隔操作するための複数のリモートスイッ
チ１０Ｇとが設けられている。
【００２３】
　尚、本実施例では、リモートスイッチ１０Ｇには、少なくとも３つのリモートスイッチ
１０ａ～１０ｃが設けられており、例えばリモートスイッチ１０ａ、１０ｂを後述するア
クチュエータ駆動用スイッチ（テレ／ズーム用ボタンともいう）とし、他のリモートスイ
ッチ１０ｃをビデオプロセッサ４を制御するためのスイッチとしている。勿論、このよう
な機能の割付は自在であり、他の機能を割り付けることも可能である。
【００２４】
　そして、この場合、アクチュエータ駆動用スイッチにおいて、リモートスイッチ１０ａ
は、操作することにより駆動信号ケーブル５３（図２参照）を介して撮像ユニット２０の
アクチュエータユニット１２Ｃに駆動用信号を供給して通電するためのスイッチとして構
成している。また、他方のリモートスイッチ１０ｂは、操作することにより前記駆動信号
ケーブル５３を介して供給する駆動用信号を停止して撮像ユニット２０のアクチュエータ
ユニット１２Ｃを非通電状態にさせるためのスイッチとして構成している。
【００２５】
　尚、本実施例では、アクチュエータ駆動用スイッチとして２つのリモートスイッチ１０
ａ、１０ｂを用いて構成したが、１つのスイッチを用いて構成しても良い。例えば押し込
み量の違いにより２つのスイッチ操作を行うことが可能な二段式のスイッチを用いて構成
しても良い。
【００２６】
　前記操作部１０の各種ボタン１７、１８、湾曲操作ノブ１０Ｆ、及びリモートスイッチ
１０Ｇは、操作に応じた操作信号を生成し、ユニバーサルコード１１内の図示しない信号
ケーブルを介してビデオプロセッサ４に供給する。
【００２７】
　ビデオプロセッサ４は、供給された操作信号に基づき、内視鏡２の撮像手段である撮像
ユニット２０を制御すると共にこの撮像手段から得られた画像信号を映像信号に処理する
。また、ビデオプロセッサ４は、供給された操作信号に基づき、撮像ユニット２０内のア
クチュエータユニット１２Ｃの駆動を制御する。さらに、ビデオプロセッサ４は、供給さ
れた操作信号に基づき、図示しない湾曲駆動手段、又は送気、送水手段を制御して、所望
の湾曲動作、又は送気、送水動作が行われるようになっている。
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【００２８】
　尚、ビデオプロセッサ４は、ユニバーサルコード１１内の信号ケーブル３６を介して後
述する撮像ユニット２０に電気的に接続している。また、ビデオプロセッサ４は、同様に
ユニバーサルコード１１内の駆動信号ケーブル５３を介して後述する撮像ユニット２０に
電気的に接続している。　
　モニタ５は、前記ビデオプロセッサ４にて処理された映像信号が出力されて内視鏡画像
を表示する。
【００２９】
　次に、内視鏡２の先端部１２の構成について、図２及び図３を参照しながら説明する。
【００３０】
　図２に示すように、先端部１２に配設される先端カバー１３には、撮像ユニット２０の
光学系部材である観察窓２７と、２つの照明窓６１、６２と、送気送水ノズル６０と、処
置具チャンネル１８の開口部と、が配設されている。
【００３１】
　具体的には、先端部１２を図２のＣ矢印方向から見たときに略円弧形状の先端カバー１
３の先端面１２ａには、図３に示すように、略２分割した一方の領域の中央部に観察窓２
７が配設され、この観察窓２７近傍に送気送水ノズル６０が配設されている。さらに、こ
の先端カバー１３の先端面１２ａには、観察窓２７を挟むように２つの照明窓６１、６２
が配設され、前記観察窓２７が配設された領域とは対向する領域に処置具チャンネル１８
の開口部が配設されている。
【００３２】
　尚、本実施例では、図３に示すような先端カバー１３における、観察窓２７、照明窓６
１、６２、送気送水ノズル６０、及び処置具チャンネルの開口部の配置構成に限定される
ものではない。
【００３３】
　先端部１２の先端カバー１３には、硬質な導電性材料、例えば金属で形成されると共に
、複数、本実施例においては５つの孔部（図３参照）が形成された円柱部材１４が配設さ
れている。この円柱部材１４の基端側には、環状の補強環１７、及び導電性材料、例えば
金属で形成された導電性を有する外装部材１６が固定されている。尚、前記円柱部材１４
、及び前記外装部材１６は収容部材を構成している。
【００３４】
　そして、円柱部材１４、補強環１７の外周に配設された外装部材１６には、それらの外
周を覆うように外皮１５が被せられている。この外皮１５は、先端カバー１３の基端側を
介して、先端部１２、湾曲部９Ａ、及び可撓管部９Ｂから構成される挿入部９の全長に渡
って一体となるように被服している。
【００３５】
　尚、円柱部材１４と外装部材１６との接続部分においては、固定されることによって各
部材の基端部分が接触しており、このため、円柱部材１４と外装部材１６とが電気的に接
続されて導通状態となっている。
【００３６】
　また、本実施例では、収容部材を構成する外装部材１６は、接地可能に構成されており
、そして、内視鏡２として構成した場合には、接地電位（基準電位）となるように接地さ
れている。例えば、外装部材１６の基端側に、後述するアクチュエータユニット１２Ｃに
接続される駆動信号ケーブル５３の２本の信号線の内、接地用の信号線を電気的に接続す
るようにして構成している。
【００３７】
　先端部１２内の円柱部材１４に形成された５つの孔部のうち、１つの孔部が処置具チャ
ンネル１８の先端部分を形成し、残りの４つの孔部には、撮像ユニット２０、図示しない
２つの照明ユニット、及び送気送水ノズル６０がそれぞれ、配置されている。
【００３８】
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　この場合、５つの孔部のうち、２つ孔部には、先端側から図示しない照明ユニットがそ
れぞれ嵌装され、この照明ユニットの基端部分に図示しないライトガイドファイバの先端
部分がそれぞれ嵌装されている。尚、２つの照明ユニット（図示せず）は、各照明レンズ
の最先端となり、照明窓６１、６２を構成する照明レンズをそれぞれ有している。
【００３９】
　また、５つの孔部の内、１つの後部には、先端側から撮像ユニット２０の先端レンズ（
観察窓に相当）２７等を固定する第１レンズ枠２１が嵌装されており、この先端レンズ２
７が先端面１２ａの面上に露出するように配設されている。
【００４０】
　次に、撮像ユニット２０の構成について、図２を参照しながら説明する。　
　図２に示すように、内視鏡２の先端部１２内部には、撮像ユニット２０が配設されてい
る。この撮像ユニット２０は、撮像素子３２の撮像面に光学像を結像させる複数の光学レ
ンズ群２８～３１を配置して対物光学系を構成する対物光学系ユニット１２Ａと、前記撮
像素子３２等を有して撮像光学系を構成する撮像光学系ユニット１２Ｂと、アクチュエー
タであるアクチュエータユニット１２Ｃとを有して構成されている。
【００４１】
　対物光学系ユニット１２Ａは、図２に示すように、第１～第４レンズ群２８～３１と、
第１～第４レンズ枠２１～２４とを有して構成されている。尚、前記第１～第４レンズ枠
は、収容部材を構成している。　
　本実施例においては、先端レンズ（観察窓に相当）２７を含む４つの対物レンズからな
る第１レンズ群２８が第１レンズ枠２１に保持されており、１つの対物レンズからなる第
２レンズ２９が第２レンズ枠２２に保持されている。また、２つの対物レンズからなる第
３レンズ群３０が第３レンズ枠２３に保持され、３つの対物レンズからなる第４レンズ群
３１が第４レンズ枠２４に保持されている。
【００４２】
　また、前記第２レンズ２９を保持する第２レンズ枠２２は、フォーカシング、又はズー
ミングのため撮影光軸方向に対して進退可能な移動部材を構成する移動レンズ枠である。
尚、この第２レンズ枠（以下、移動レンズ枠と称す）２２は、操作部１０に設けられるフ
ォーカシング、又はズーミング用のリモートスイッチ１０ａ、１０ｂが術者等の使用者に
より操作されることにより、撮像ユニット２０内に設けられる後述するアクチュエータユ
ニット１２Ｃの駆動により、撮影光軸方向（図２中の示す矢印Ａ方向）に対する進退移動
が行われるようになっている。尚、移動レンズ枠２２、及びアクチュエータユニット１２
Ｃの構成については後述する。
【００４３】
　また、本実施例では、少なくとも移動レンズ枠２２、及び第３レンズ枠２３は、導電性
部材、例えば金属などで形成されており、移動レンズ枠２２の外周面が接触することによ
り導通状態である第３レンズ枠２３は、前記円柱部材１４に固定されることによってこの
円柱部材１４に対して電気的に導通状態となっている。すなわち、第３レンズ枠２３、移
動レンズ枠２２、及び円柱部材１４とは、電気的に接続していることになる。
【００４４】
　撮像光学系ユニット１２Ｂは、ＣＣＤ（Chage Coupled Device）、ＣＭＯＳ（Compleme
ntary Metal-Oxide Semiconductor）などの撮像素子３２と、回路基板３３とを有してい
る。
【００４５】
　撮像素子３２は、第４レンズ枠２４最基端にある対物レンズの基端側に並設されるカバ
ーレンズ３２ａが受光面側に設けられ、回路基板３３に光学像に対応する電気信号を出力
する。この回路基板３３は、電気部品及び配線パターンを有し、撮像素子３２からの光学
像を電気的な画像信号に光電変換を行い、その画像信号を信号ケーブル３６に出力する。
尚、回路基板３３は、信号ケーブル３６の複数の信号線３６ａ、３６ｂが半田附け等の手
段によって接続されている。
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【００４６】
　カバーレンズ３２ａ、撮像素子３２、回路基板３３、及び信号ケーブル３６の先端部分
は、夫々の外周部が一体的に絶縁封止樹脂などの接着部３４，３５により覆われ、補強用
円環部２５及び絶縁チューブ２６により被覆されている。
【００４７】
　また、信号ケーブル３６は、撮像ユニット２０の撮像素子３２、及び回路基板３３にて
取得した画像信号を、コネクタ部１１ａを介してビデオプロセッサ４内の図示しない信号
処理回路に伝送する。
【００４８】
　移動レンズ枠２２を撮影光軸方向に進退移動させるためのアクチュエータユニット１２
Ｃは、ＳＭＡ材料によって形成されたＳＭＡワイヤ４２と、ばね４３と、導電性部材、例
えば金属で形成されたリング４４と、を有して構成されている。尚、ＳＭＡワイヤ４２は
、形状記憶合金部材を構成しており、ばね４３は、付勢部材を構成している。
【００４９】
　ＳＭＡワイヤ４２の先端部は、移動レンズ枠２２の下部に撮影軸方向と平行に形成され
た連通孔２２ａに挿通された状態にてボール係止部４０により係止されている。このボー
ル係止部４０は、例えば移動レンズ枠２２の連通孔２２ａに挿通した後に、ＳＭＡワイヤ
４２の先端部を溶着することにより形成されるようになっている。このことにより、ＳＭ
Ａワイヤ４２の先端部を移動レンズ枠２２に係止することが可能であり、同時に、ＳＭＡ
ワイヤ４２と移動レンズ枠２２とを電気的に接続させることが可能である。
【００５０】
　尚、ＳＭＡワイヤ４２の先端部の移動レンズ枠２２に対する係止方法は、これに限定さ
れるものではなく、他の方法を用いてＳＭＡワイヤ４２を移動レンズ枠２２に係止、又は
固定するようにしても良い。
【００５１】
　ＳＭＡワイヤ４２の基端側は、第３レンズ枠２３の下部の連通孔２３ｂに固定されたリ
ング４４に摺動可能に挿通されている。この場合、ＳＭＡワイヤ４２は、リング４４内の
挿通孔に挿通された状態で保持されており、詳しくはＳＭＡワイヤ４２の外周面がリング
４４内の挿通孔の内周面と常に接触した状態で保持されている。このことにより、ＳＭＡ
ワイヤ４２とリング４４とは電気的に接続される。
【００５２】
　そして、ＳＭＡワイヤ４２の基端部は、挿入部９内を挿通している駆動信号ケーブル５
３の先端部と電気的に接続される。具体的には、ＳＭＡワイヤ４２と駆動信号ケーブル５
３の芯５２とは、例えばその接続部分をかしめて半田等によって固定されており、この固
定された結合部分の外周を覆うようにパイプ５１が設けられている。
【００５３】
　また、パイプ５１の外周部分を被覆するように、熱収縮チューブ４９が設けられている
。　この熱収縮チューブ４９の先端部は、ＳＭＡワイヤ４２を挿通している絶縁管５０を
被覆しており、基端部は駆動信号ケーブル５３の先端部を被覆している。すなわち、パイ
プ５１、絶縁管５０、及び熱収縮チューブ４９を用いてＳＭＡワイヤ４２と駆動信号ケー
ブル５３との結合部分を構成することにより、結合状態を強固なものとしている。
【００５４】
　さらに、熱収縮チューブ４９の先端部は、例えば伸縮自在なコイルバネ４７を被覆する
ように固定している。このコイルバネ４７の先端部は、前記第３レンズ枠２３の連通孔２
３ｂに固定された絶縁パイプ４６を覆うように固定されている。
【００５５】
　また、この絶縁パイプ４６の外周上において、コイルバネ４７の先端部と第３レンズ枠
２３の連通孔２２ｂとの間にはリング４５が設けられている。このリング４５を設けたこ
とによって、絶縁パイプ４６自体の強度、及びコイルバネ４７の固定状態等を強固なもの
にし、さらに、第３レンズ枠２３の連通孔２３ｂとコイルバネ４７、及び絶縁パイプ４６
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との水密を図るようにしている。
【００５６】
　尚、絶縁パイプ４６の先端部は、前記連通孔２３ｂ内に固定されたリング４４に当接し
て固定されており、絶縁パイプ４６の基端部には固定部４８が設けられてことによってＳ
ＭＡワイヤ４２を挿通するチューブ４２ａを固定している。
【００５７】
　したがって、ＳＭＡワイヤ４２は、先端部が移動レンズ枠２２に取り付けられ、そして
、第３レンズ枠２３の連通孔２３ｂ内、リング４４内、コイルバネ４７に被覆されたチュ
ーブ４２ａ内の全長に渡って挿通されて、基端部がパイプ５１内にて駆動信号ケーブル５
３の芯５２に電気的に接続される。この場合、ＳＭＡワイヤ４２は、先端部と基端部との
間においては、湾曲部９Ａが湾曲可能なテンションのある状態にて配設されるようになっ
ている。
【００５８】
　また、移動レンズ枠２２の連通孔２２ａの基端側には、ばね４３の先端部を当設する切
り欠きが設けられている。この移動レンズ枠２２の切り欠きと前記リング４４との間には
、ばね４３が配設されている。このばね４３の基端部は、リング４４の側面に当接してい
る。そして、ばね４３は、移動レンズ枠２２を、第３レンズ枠２３に対して、常時撮影軸
前方方向に付勢している。図２には、前記ばね４３による付勢力によって、移動レンズ枠
２２が第３レンズ枠２３の第３レンズ群３０よりも最も離れる位置に移動させた状態（Ｔ
ｅＬｅ端位置）が示されている。
【００５９】
　さらに、第３レンズ枠２３の連通孔２３ｂの開口部近傍には、撮影軸方向に向けて突出
している例えば棒状の位置決め部材２３ａが設けられている。この位置決め部材２３ａは
、ＳＭＡワイヤ４２の通電時における収縮によって移動レンズ枠２２が第３レンズ群３０
方向に移動した際に、この移動レンズ枠２２の基端部と当接する。このことにより、移動
レンズ枠２２をＷｉｄｅ端位置に配置するように位置決めがなされるようになっている。
【００６０】
　以上説明した構成によれば、ＳＭＡワイヤ４２の基端部はこのＳＭＡワイヤ４２を駆動
するための駆動信号を供給する駆動用の駆動信号ケーブル５３に電気的に接続される。そ
して、ＳＭＡワイヤ４２の先端側は、リング４４、第３レンズ枠２３、及び円柱部材１４
を介して、基準電位となるように接地された外装部材１６と電気的に接続させることがで
きる。
【００６１】
　したがって、従来、必要であった、接地用、及び駆動用の２本の信号線の内、接地用の
信号線を省き、一本の駆動信号ケーブル５３を配設するだけで、撮像ユニット２０内のア
クチュエータユニット１２Ｃの駆動制御を行うことができる。
【００６２】
　すなわち、駆動信号ケーブル５３を介して駆動信号をＳＭＡワイヤ４２の基端部に供給
すれば、ＳＭＡワイヤ４２の先端側が積極的に接地されているので、ＳＭＡワイヤ４２を
通電することができる。また、駆動信号の供給を停止するように制御すれば、ＳＭＡワイ
ヤ４２を非通電状態にすることができる。
【００６３】
　この場合、駆動信号ケーブル５３からの駆動信号は、ＳＭＡワイヤ４２→移動レンズ枠
（第２レンズ枠）２２→ばね４３→ガイドリング４４→第３レンズ枠２３→円柱部材１４
→外装部材１６へと流れることになる。
【００６４】
　尚、本実施例では、ＳＭＡワイヤ４２の先端部（ボール係止部４０）が移動レンズ枠２
２に係止されているので、ＳＭＡワイヤ４２の先端部は、移動レンズ枠２２の外周面と第
３レンズ枠２３の内周面との接触によって、少なくとも前記同様に円柱部材１４を介して
、接地された外装部材１６と電気的に接続させることが可能である。
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【００６５】
　また、本実施例では、ＳＭＡワイヤ４２と駆動信号ケーブル５３との結合部分は、少な
くとも挿入部９の湾曲部９Ａの基端側に配置することが望ましい。つまりこれは、湾曲部
９Ａの湾曲動作時において、結合部分である熱収縮チューブ４９に対し、湾曲動作による
外的負荷を軽減して、アクチュエータユニット１２Ｃの動作の安定化を図るためである。
【００６６】
　次に、本実施例の作用について、図４、及び図５を参照しながら説明する。　
　いま、撮像ユニット２０を先端部１２に設けられた内視鏡２を用いて、体腔内の被検体
を観察を行うものとする。　
　そして、術者は、内視鏡２の挿入部９を体腔内に挿入後、湾曲操作ノブ１０Ｆを操作す
ることにより、湾曲部９Ａを湾曲させて先端部１２が被検体に対して所望の方向となるよ
うに移動させる。
【００６７】
　ここで、術者は、モニタ５に表示された内視鏡画像を見ながら内視鏡２の撮像ユニット
２０の例えばズーミング操作を行うものとする。　
　このとき、図４に示すように、内視鏡２の撮像ユニット２０において、移動レンズ枠２
２が第３レンズ枠２３の第３レンズ群３０よりも最も離れる位置にある状態を初期状態（
ＴｅＬｅ端位置ともいう）とすると、撮像ユニット２０が初期状態、又は術者が操作部１
０のアクチュエータ駆動用のスイッチであるリモートスイッチ１０ｂを操作した場合には
、撮像ユニット２０内のＳＭＡワイヤ４２には通電がなされてない状態である。
【００６８】
　つまり、アクチュエータユニット１２ＣのＳＭＡワイヤ４２は、駆動信号ケーブル５３
からの駆動用信号の供給が停止されて非通電状態となっている。この場合、ＳＭＡワイヤ
４２は、非通電状態であるので収縮せずに膨張しており、また、テンションがある程度有
して撮影軸方向に移動自在な状態になっている。
【００６９】
　したがって、移動レンズ枠２２は、図４に示すように、ばね４３による先端部１２の前
方方向への付勢力によって第３レンズ枠２３の第３レンズ群３０よりも最も離れる位置（
ＴｅＬｅ端位置）に移動させて配置される。
【００７０】
　そして、術者は、操作部１０のアクチュエータ駆動用のスイッチであるリモートスイッ
チ１０ａを操作してズーミング動作を行うものとする。
【００７１】
　すると、ビデオプロセッサ４は、リモートスイッチ１０ａの操作信号に基づき、駆動信
号ケーブル５３を介してＳＭＡワイヤ４２に駆動信号を供給する。　
　このとき、ＳＭＡワイヤ４２の先端側は、リング４４、第３レンズ枠２３、及び円柱部
材１４を介して、基準電位となるように接地された外装部材１６と電気的に接続している
ので、その結果、ＳＭＡワイヤ４２には駆動信号が流れて通電状態となる。
【００７２】
　すると、ＳＭＡワイヤ４２は、通電状態になると、その特性により過熱されて収縮する
。その結果、ＳＭＡワイヤ４２の収縮作用により、移動レンズ枠２２は、第３レンズ群３
０方向に移動し、そして、この移動レンズ枠２２の基端部が位置決め部材２３ａに当接す
ることによって、移動レンズ枠２２がＷｉｄｅ端の位置にて位置決めされる。
【００７３】
　このことにより、移動レンズ枠２２によって保持されている第２レンズ２９がＴｅＬｅ
端の位置から第３レンズ群３０，及び第４レンズ群３１に対してＷｉｄｅ端の位置に移動
することになるので、ズーミング、又はフォーカスを行ったり、観察深度を切り替えたり
するなどの、拡大観察を行うことが可能となる。
【００７４】
　したがって、実施例１によれば、従来、必要であった、接地用、及び駆動用の２本の信
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号線の内、接地用の信号線を省き、一本の駆動信号ケーブル５３を配設するだけで、撮像
ユニット２０内のアクチュエータユニット１２Ｃの駆動制御を行うことができるので、ア
クチュエータユニット１２Ｃを有する撮像ユニット２０を小型化にできる。その結果、内
視鏡挿入部９の先端部１２の細径化を図ることが可能となる。
【００７５】
　尚、本実施例では、ＳＭＡワイヤ４２に供給する駆動信号の電流値を変化させることで
ＳＭＡワイヤ４２の温度制御を行い、すなわち、ＳＭＡワイヤ４２の収縮レベルを調整し
て、図４に示すＴｅＬｅ端の位置から図５に示すＷｉｄｅ端の位置までの任意の位置に移
動レンズ枠２２を移動させるように構成しても良い。
【００７６】
　（実施例２）
　次に、本発明に係る内視鏡の実施例２について、図６から図８を参照しながら説明する
。
【００７７】
　図６から図８は本発明の内視鏡の実施例２を示し、図６は内視鏡の先端部内の撮像ユニ
ットの断面図、図７、及び図８は図６の撮像ユニット内に設けられた保持手段の作用を説
明するための斜視図を示し、図７は保持手段がオフ状態のときの状態を示し、図８は保持
手段がオン状態のときの状態を示している。尚、図６から図８は実施例１の構成要素と同
一の構成要素については同一の符号を付して説明を省略し、異なる部分のみを説明する。
【００７８】
　前記実施例１にて説明したように、内視鏡２の撮像ユニット２０の観察光学系をズーミ
ングするズーミング機構として、アクチュエータであるＳＭＡワイヤ４２を用いて構成し
た場合には、このＳＭＡワイヤ４２を通電、又は非通電することにより、少なくともＴｅ
Ｌｅ端モードとＷｉｄｅ端モードとの２つのズーミングモードを実行できる。つまり、制
御的には、ローレベル、又はハイレベルといった二値の駆動信号を用いてＳＭＡワイヤ４
２の駆動を制御している。
【００７９】
　したがって、ＳＭＡワイヤ４２の通電による温度制御は煩雑であるために、移動レンズ
枠２２を、ＴｅＬｅ端とＷｉｄｅ端との位置以外の任意の中間位置に保持させるようにし
てより細かなズーミング操作を行うことは難しい。　
　そこで、実施例２の内視鏡２では、簡単な構成にて移動レンズ枠２２を、ＴｅＬｅ端と
Ｗｉｄｅ端との位置以外の任意の中間位置に保持させるようにしてより細かなズーミング
操作を行えるように構成している。このような実施例２について図６から図８に示す。
【００８０】
　図６に示すように、実施例２の内視鏡２の撮像ユニット２０Ａの構成は、実施例１と略
同様であるが、アクチュエータユニット１２Ｃを改良することにより、移動レンズ枠２２
を、ＴｅＬｅ端とＷｉｄｅ端との位置以外の任意の中間位置に保持させるようにしている
。　具体的には、撮像ユニット２０Ａのアクチュエータユニット１２Ｃを構成するＳＭＡ
ワイヤ４２は、実施例１と同様に配設されるが、このＳＭＡワイヤ４２と導電していたリ
ング４４に代えて、略同じ直径で形成されたＳＭＡリング４４Ａを設けている。尚、ＳＭ
Ａワイヤ４２は第１の形状記憶合金部を構成し、ＳＭＡリング４４Ａは第２の形状記憶合
金部を構成している。
【００８１】
　このＳＭＡリング４４Ａは、前記ＳＭＡワイヤ４２と同様のＳＭＡ部材を用いて形成さ
れたもので、ＳＭＡワイヤ４２を挿通し、又は挿通しているＳＭＡワイヤ４２を保持する
ための挿通孔７０を有している。
【００８２】
　また、この挿通孔７０には、図７、及図８に示すようにこの挿通孔７０の中心から放射
状に複数、例えば４つの切り欠き７１が設けられている。すなわち、ＳＭＡリング４４ａ
は、これら複数の切り欠き７１を設けたことによって、このＳＭＡリング４４Ａを通電し
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た場合に、挿通孔７０がその発熱による収縮作用によって小さくなり、挿通されているＳ
ＭＡワイヤ４２を押さえ込んで保持し易くなる。
【００８３】
　また、このＳＭＡリング４４Ａを通電させるためには、接地用の信号線と駆動用の信号
線とを電気的に接続して前記ＳＭＡワイヤ４２と同様に駆動信号を供給する必要がある。
このため、本実施例では、例えば、撮像ユニット２０の撮像光学系ユニット１２Ｂに電気
的に接続されている信号ケーブル３６内に、駆動用の信号線３６ｃ、及び接地用の信号線
３６ｄを設け、それぞれの信号線３６ｃ、３６ｄの基端部についてはビデオプロセッサ４
内の図示しないアクチュエータ駆動制御部の該当する箇所に電気的に接続する。該当する
箇所とは、例えば駆動用の信号線３６ｃを接続して駆動信号を供給する出力部であり、ま
た、接地用の信号線３６ｄを接続して接地させる接地部である。
【００８４】
　また、これらの信号線３６ｃ、３６ｄは、図６に示すように信号ケーブル３６の先端部
より、撮像光学系ユニット１２Ｂ内の下部を介して延設され、そして、リング４５の近傍
のコイルバネ４７に挿通されてＳＭＡリング４４Ａに電気的に接続されるようになってい
る。
【００８５】
　この場合、駆動用の信号線３６ｃの先端部の芯３６ｃ１は、図７に示すように、例えば
ＳＭＡリング４４Ａの切り欠き７１の一部に、半田等で固定されて電気的に接続している
。また、接地用の信号線３６ｄの先端部の芯３６ｄ１は、ＳＭＡリング４４Ａの外周面の
一部に、半田等で固定されて電気的に接続している。
【００８６】
　尚、前記ＳＭＡリング４４Ａを通電、又は非通電するタイミングは、ビデオプロセッサ
４による前記ＳＭＡワイヤ４２の駆動制御、つまりＳＭＡワイヤ４２を通電、又は非通電
するタイミングと同期するように連動して制御されるようになっている。
【００８７】
　また、ＳＭＡリング４４Ａの駆動制御は、ＳＭＡワイヤ４２の駆動制御と連動するが、
前記ＳＭＡリング４４Ａ自体を通電、又は非通電するように制御するように構成しても良
い。このような場合には、リモートスイッチ１０Ｇｃに対して、ＳＭＡリング４４Ａの通
電、又は非通電を指示操作する機能を割れ当てて操作することにより、所望する位置に移
動レンズ枠２２を保持することが可能となる。
【００８８】
　本実施例では、前記したようにＳＭＡワイヤ４２は、ＳＭＡリング４４Ａによって保持
されていない場合にはＳＭＡリング４４Ａに対して接触しておらず、つまり電気的に接続
してない。しかしながら、ＳＭＡワイヤ４２の先端部（ボール係止部４０）が移動レンズ
枠２２に係止されているので、ＳＭＡワイヤ４２の先端部は、実施例１と同様に移動レン
ズ枠２２、第３レンズ枠２３、及び円柱部材１４を介して、接地された外装部材１６と電
気的に接続している。このため、ＳＭＡワイヤ４２の駆動制御については、実施例１と同
様に制御できる。　
　その他の構成は、実施例１と同様である。
【００８９】
　次に、実施例２の内視鏡２の作用について、図７、及び図８を参照しながら説明する。
尚、ＳＭＡワイヤ４２の駆動制御については実施例１と同様であるので省略する。
【００９０】
　いま、術者は、モニタ５に表示された内視鏡画像を見ながら内視鏡２の撮像ユニット２
０のズーミング操作を行うものとする。　
　この場合、術者は、実施例１と同様に操作部１０のアクチュエータ駆動用のスイッチで
あるリモートスイッチ１０ｂを操作する。このことにより、ビデオプロセッサ４の制御に
よってＳＭＡワイヤ４２には駆動信号が供給され、その結果、ＳＭＡワイヤ４２の通電に
よる収縮により、移動レンズ枠２２がＴｅＬｅ端位置（図４参照）からＷｉＤＥ端位置（
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図５、又は図６参照）へと移動される。
【００９１】
　このとき、ＳＭＡリング４４Ａの状態が図７に示されている。つまり、ＳＭＡワイヤ４
２の通電開始直後、又は非通電時においては、ＳＭＡリング４４Ａは、図７に示すように
、通電による収縮作用が始まってない状態であるので、挿通孔７０が開口状態となってい
る。このため、ＳＭＡワイヤ４２の収縮によって移動レンズ枠２２の移動が可能である。
【００９２】
　その後、ビデオプロセッサ４は、ＳＭＡワイヤ４２の通電を開始する（さらにリモート
スイッチ１０Ｇｃの操作時）と同時に、ＳＭＡリング４４Ａに対し、信号ケーブル３６ｃ
、３６ｄを介して駆動信号を供給して通電させる。
【００９３】
　このとき、信号ケーブル３６ｃの信号線３６ｃ１から供給される駆動信号は、ＳＭＡリ
ング４４Ａ、接地用の信号線３６ｄ１を介して流れることになる。
【００９４】
　すると、ＳＭＡリング４４Ａは、通電による過熱によって収縮し、挿通孔７０内を挿通
して収縮中のＳＭＡワイヤ４２を、図８に示すように押さえ込んで保持する。このことに
より、ＳＭＡワイヤ４２は、所定の位置でＳＭＡリング４４Ａによって保持されるので、
移動レンズ枠２２を、ＴｅＬｅ端位置（図４参照）からＷｉＤＥ端位置（図５、又は図６
参照）の間の所定位置に保持して固定することができる。　
　尚、移動レンズ枠２２を任意の位置で停止させたい場合には、リモートスイッチ１０ｃ
を用いてＳＭＡリング４４Ａの通電タイミングを指示することにより可能である。
【００９５】
　したがって、実施例２によれば、保持手段であるＳＭＡリング４４Ａを設け、且つこの
ＳＭＡリング４４Ａの駆動を制御することにより、移動レンズ枠２２によって保持されて
いる第２レンズ２９をＴｅＬｅ端の位置とＷｉｄｅ端の位置との間の任意の位置で保持す
ることができ、よって、中間倍率での拡大観察を行うことが可能となる。その他の効果は
、実施例１と同様である。　
　尚、実施例２においては、前記保持手段を、後述する変形例１、２に示すように構成し
ても良い。このような変形例１、２を下記に示す。
【００９６】
　（変形例１）
　次に、実施例２の保持手段の変形例１について、図９から図１１を参照しながら説明す
る。図９から図１１は実施例２の保持手段の変形例１を説明するもので、図９は内視鏡の
先端部内の撮像ユニットの断面図、図１０、及び図１１は図９の撮像ユニット内に設けら
れた保持手段の構成、及び作用を説明するための側面図を示し、図１０は保持手段がオフ
状態のときの状態を示し、図１１は保持手段がオン状態のときの状態を示している。尚、
図９から図１１は実施例２の構成要素と同一の構成要素については同一の符号を付して説
明を省略し、異なる部分のみを説明する。
【００９７】
　変形例１では、撮像ユニット２０Ｂのアクチュエータユニット１２Ｃを改良することに
より保持手段を構成して、移動レンズ枠２２を、ＴｅＬｅ端とＷｉｄｅ端との位置以外の
任意の中間位置に保持させるようにしている。
【００９８】
　具体的には、図９に示すように、撮像ユニット２０Ｂのアクチュエータユニット１２Ｃ
は、実施例２の構成要素と略同様に構成されるが、ガイドバー６９、ガイドリング７２、
及びＳＭＡコイル４２Ａを有して構成されている。尚、ＳＭＡワイヤ４２は第１の形状記
憶合金部を構成し、ＳＭＡコイル４２Ａは第２の形状記憶合金部を構成している。
【００９９】
　ＳＭＡワイヤ４２の基端部は、コイルバネ４７の基端部内に配された駆動信号ケーブル
７６の先端部に半田等によって電気的に接続固定される。この駆動信号ケーブル７６は、
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実施例１，２とは異なり、撮像光学系ユニット１２Ｂに電気的に接続される信号ケーブル
３６内に配されて、コイルバネ４７の基端部に延設されるようになっている。
【０１００】
　尚、コイルバネ４７の基端部内は、接着部７４によって、ＳＭＡワイヤ４２と駆動信号
ケーブル７６との接続部等を固定しており、また、外部からの水密を確保している。
【０１０１】
　また、この駆動信号ケーブル７６内には、後述するＳＭＡコイル４２Ａを駆動するため
の信号ケーブル７５が配されており、この信号ケーブル７５内の信号線７３は、前記ＳＭ
Ａコイル４２Ａの基端部と、例えばかしめて半田等によって電気的に接続し固定されるよ
うになっている（図１０参照）。
【０１０２】
　一方、ＳＭＡワイヤ４２の先端部は、図９～図１１に示すように、ステンレスなどの金
属で構成された棒状のガイドバー６９の一部に固定されている。この場合、ＳＭＡワイヤ
４２の先端部とガイドバー６９との固定方法は、ＳＭＡワイヤ４２とガイドバー６９との
固定状態が強固なものとなる方法で固定することが望ましい。
【０１０３】
　そして、ガイドバー６９は、ＳＭＡワイヤ４２と固定されることによって、このＳＭＡ
ワイヤ４２と電気的に接続することになる。また、このガイドバー６９は、第３レンズ枠
２３の連通孔２３ｂの所定位置に固定されたガイドリング７２に、進退自在に挿通される
ようになっている。
【０１０４】
　尚、ガイドバー６９の外周面は、絶縁コーティングされており、ガイドバー６９の基端
部の絶縁コーティングされてない一部にＳＭＡワイヤ４２が固定されるようになっている
。また、ガイドリング７２は、導電性部材、例えば金属を用いて形成されており、第３レ
ンズ枠２３に電気的に接続している。
【０１０５】
　ガイドバー６９の先端部は、実施例１、２とは異なり、移動レンズ枠２２の下部に設け
られた取り付け孔２２内に嵌装して固定されるようになっている。この場合、ガイドバー
６９の先端部の絶縁コーティングされてない部分が移動レンズ枠２２に接触しているので
、このガイドバー６９と移動レンズ枠２２とは電気的に接続している。
【０１０６】
　このことにより、ＳＭＡワイヤ４２は、ガイドバー６９、移動レンズ枠２２、第３レン
ズ枠２３、円柱部材１４、及び外装部材１６を介して実施例１，実施例２と同様に接地さ
せることができる。
【０１０７】
　そして、ガイドバー６９のガイドリング７２の基端側には、図１０に示すようにＳＭＡ
コイル４２Ａが配設されている。このＳＭＡコイル４２Ａは、ＳＭＡ部材を用いてコイル
状に形成されたもので、非通電時の場合には図１０に示すように、ガイドバー６９の進退
移動が可能な径にて構成されるようになっている。
【０１０８】
　また、ＳＭＡコイル４２Ａの先端部は、前記ガイドリング７２の側面の一部（ＳＭＡコ
イル４２Ａが介在する側の面の一部）に強固に固定されている。そして、ＳＭＡコイル４
２Ａは、この固定によってガイドリング７２と電気的に接続している。
【０１０９】
　また、ＳＭＡコイル４２Ａの基端部は、前記したように、ガイドバー６９の基端部近傍
まで延設された信号線７３に電気的に接続されており、この信号線７３を介して駆動信号
（固定信号ともいう）が供給されるようになっている。
【０１１０】
　上記構成により、ＳＭＡワイヤ４２の駆動時に、ＳＭＡコイル４２Ａを通電した場合に
は、このＳＭＡコイル４２Ａは、図１１に示すように、その発熱による収縮作用によって
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コイル径が小さくなり、進退自在に挿通されているガイドバー６９の外周面を押さえ込ん
で保持することが可能となる。
【０１１１】
　尚、変形例１において、ＳＭＡコイル４２Ａの駆動制御は、実施例２と同様にＳＭＡワ
イヤ４２の駆動制御と連動するが、前記ＳＭＡコイル４２Ａ自体を通電、又は非通電する
ように制御するような場合には、実施例２と同様にリモートスイッチ１０ｃに対して、Ｓ
ＭＡコイル４２の通電、又は非通電を指示操作する機能を割れ当てて操作することにより
、所望する位置に移動レンズ枠２２を保持することが可能となる。　
　その他の構成は、実施例２と同様である。
【０１１２】
　次に、変形例１の内視鏡２の作用について、図１０、及び図１１を参照しながら説明す
る。尚、ＳＭＡワイヤ４２の駆動制御については実施例１と同様であるので省略する。
【０１１３】
　いま、術者は、モニタ５に表示された内視鏡画像を見ながら内視鏡２の撮像ユニット２
０のズーミング操作を行うものとする。　
　この場合、術者は、実施例１と同様に操作部１０のアクチュエータ駆動用のスイッチで
あるリモートスイッチ１０ｂを操作する。このことにより、ビデオプロセッサ４の制御に
よってＳＭＡワイヤ４２には駆動信号が供給され、その結果、ＳＭＡワイヤ４２の通電に
よる収縮により、ガイドバー６９を介して移動レンズ枠２２がＴｅＬｅ端位置（図４参照
）からＷｉＤＥ端位置（図５、又は図６参照）へと移動される。
【０１１４】
　このとき、ＳＭＡコイル４２Ａの状態が図１０に示されている。つまり、ＳＭＡワイヤ
４２の通電開始直後、又は非通電時においては、ＳＭＡコイル４２Ａは、図１０に示すよ
うに、通電による収縮作用が始まってない状態であるので、コイルの径はガイドバー６９
が挿通可能な状態となっている。このため、ＳＭＡワイヤ４２の収縮によって、ガイドバ
ー６９が引っ張られることで移動レンズ枠２２が移動する。
【０１１５】
　その後、ビデオプロセッサ４は、ＳＭＡワイヤ４２の通電を開始する（さらにリモート
スイッチ１０Ｇｃの操作時）と同時に、ＳＭＡコイル４２Ａに対し、信号線７３を介して
駆動信号を供給して通電させる。
【０１１６】
　この場合、信号線７３を介して供給される駆動信号（固定信号）は、ＳＭＡコイル４２
Ａ、ガイドリング７２、第３レンズ枠２３、円柱部材１４、外装部材１６を介して、ビデ
オプロセッサ４の図示しない接地部へと流れるようになっている。
【０１１７】
　すると、ＳＭＡコイル４２Ａは、図１１に示すように、通電による過熱によって収縮し
てコイル径が小さくなることにより、このＳＭＡコイル４２Ａ内を挿通しているガイドバ
ー６９の外周面を押さえ込んで保持する。このことにより、ガイドバー６９は、所定の位
置でＳＭＡコイル４２Ａによって保持されるので、移動レンズ枠２２を、ＴｅＬｅ端位置
（図９参照）からＷｉＤＥ端位置（図９中の波線で示す部分）の間の所定位置に保持して
固定することができる。
【０１１８】
　したがって、変形例１によれば、保持手段であるＳＭＡコイル４２Ａ、ガイドバー６９
を設け、且つこのＳＭＡコイル４２Ａの駆動を制御することにより、実施例２と同様に移
動レンズ枠２２によって保持されている第２レンズ２９をＴｅＬｅ端の位置とＷｉｄｅ端
の位置との間の任意の位置で保持することができ、よって、中間倍率での拡大観察を行う
ことが可能となる。
【０１１９】
　（変形例２）
　次に、実施例２の保持手段の変形例２について、図１２から図１５を参照しながら説明
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する。図１２から図１５は実施例２の保持手段の変形例２を説明するもので、図１２は内
視鏡の先端部内の撮像ユニットの断面図、図１３は図１の撮像ユニットに設けられたイオ
ン伝導アクチュエータの動作原理を説明する図、図１４、及び図１５は図１２の撮像ユニ
ット内に設けられた保持手段の構成、及び作用を説明するための拡大断面図を示し、図１
４は保持手段がオフ状態のときの状態を示し、図１５は保持手段がオン状態のときの状態
を示している。尚、図１２から図１５は変形例１の構成要素と同一の構成要素については
同一の符号を付して説明を省略し、異なる部分のみを説明する。
【０１２０】
　変形例２では、撮像ユニット２０Ｃのアクチュエータユニット１２Ｃを改良することに
より保持手段を構成して、移動レンズ枠２２を、ＴｅＬｅ端とＷｉｄｅ端との位置以外の
任意の中間位置に保持させるようにしている。
【０１２１】
　具体的には、図１２に示すように、撮像ユニット２０Ｃのアクチュエータユニット１２
Ｃは、変形例１（図９参照）と略同様に構成されるが、保持手段して例えばイオン伝導ア
クチュエータ８１、ＳＭＡバネ４２Ｂ、及びＳＭＡパイプ８３を有して構成されている。
【０１２２】
　尚、ＳＭＡワイヤ４２は第１の形状記憶合金部を構成し、ＳＭＡバネ４２Ｂ、及びＳＭ
Ａパイプ８３は第２の形状記憶合金部を構成している。また、ＳＭＡバネ４２Ｂは付勢部
材を構成している。
【０１２３】
　また、連通孔２３ａが形成された第３レンズ枠２３の下部は、変形例１よりも肉厚が厚
めに形成されている。そして、連通孔２３ａの基端側開口には、絶縁パイプ４６ではなく
、ＳＭＡ部材でパイプ状に形成されたＳＭＡパイプ８３がリング４５を介して固定されて
いる。このリング４５は、ＳＭＡパイプ８３の固定状態をより強固なものにしている。
【０１２４】
　尚、変形例１ではコイルバネ４７が連通孔２３ａの基端側開口を塞ぐように取り付けら
れていたが、変形例２ではコイルバネ４７は、ＳＭＡパイプの基端側を被覆するように嵌
装している。　
　また、このコイルバネ４７内、及びコイルバネ４７の基端側の構成は、変形例１と同様
である。
【０１２５】
　したがって、コイルバネ４７に挿通されているＳＭＡワイヤ４２は、コイルバネ４７を
介してガイドリング４４に挿通されるが、ガイドリング４４の先端側にはＳＭＡバネ４２
Ｂが設けられている。つまり、ＳＭＡワイヤ４２の先端部は、ＳＭＡバネ４２Ｂを有して
構成されている。尚、ＳＭＡバネ４２Ｂは、付勢手段を構成している。
【０１２６】
　このＳＭＡバネ４２Ｂは、ＳＭＡ部材を用いて、例えば図１２に示すようにバネ形状に
形成されている。このＳＭＡバネ４２Ｂの先端部は、移動レンズ枠２２に形成された取り
付け孔２２ｃに当設し、さらに実施例１と同様にボール係止部４０によって連通孔２２ａ
に係止している。また、ＳＭＡバネ４２Ｂの基端部は、前記したようにＳＭＡワイヤ４２
と接続されるとともに、ガイドリング４４の側面に当接している。したがって、ＳＭＡバ
ネ４２Ｂは、実施例１のバネ４３と同様に、移動レンズ枠２２を常時撮影軸前方方向に付
勢するようになっている。
【０１２７】
　この移動レンズ枠２２の取り付け孔２２ｃには、イオン伝導アクチュエータ８１を固定
するための金属固定部８０が固定されている。この金属固定部８０は、導電性部材、例え
ば金属で形成されたもので、基端部には例えば板状のイオン伝導アクチュエータ８１が固
定されている。この場合、イオン伝導アクチュエータ８１は、後述するストッパー部８５
側に突出するように金属固定部８０に固定されている。
【０１２８】
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　また、イオン伝導アクチュエータ８１の上部には、変形例１と同様に延設された信号線
７３が電気的に接続されている。そして、このイオン伝導アクチュエータ８１には、この
信号線７３を介して駆動信号（固定信号ともいう）が供給されるようになっている。
【０１２９】
　第１レンズ枠２１と第３レンズ枠２３との間には、移動レンズ枠２２、ＳＭＡバネ４２
Ｂ、及び信号線７３を覆うようにストッパー８４が取り付けられている。このストッパー
８４は、移動レンズ枠２２側の上面に前記イオン伝導アクチュエータ８１の端部と係合す
るために鋸歯状に形成されたストッパー部８５を設けて構成されている。
【０１３０】
　また、このストッパー８４、及び第３レンズ枠２３の下部を覆うように外装部材４１が
設けられて、外部からＳＭＡバネ４２Ｂ側内部への水密を確保している。
【０１３１】
　変形例２に用いられる保持手段であるイオン伝導アクチュエータ８１は、周知の技術で
あり、具体的には図１３に示すように、電圧の印加により、高分子電解質内の陽イオンが
陰極側へと移動し、表裏で膨潤に差が生じることで変形するといった特性を有している。
【０１３２】
　イオン伝導アクチュエータ８１は、金属固定部８０を介して移動レンズ枠に電気的に接
続しているので、変形例１と同様に接地している。したがって、イオン伝導アクチュエー
タ８１は、信号線７３から駆動信号が供給されると、例えば図１５に示すように変形する
ことにより、ストッパー部８５との係合状態を解除することが可能である。
【０１３３】
　つまり、言い換えれば、駆動信号の供給を停止すれば、イオン伝導アクチュエータ８１
は、例えば図１４に示すように、ＳＭＡワイヤ４２の駆動時において、任意のストッパー
部８５と係合することになる。このことにより、移動レンズ枠２２を、変形例１と同様に
任意の位置に保持することが可能となる。　
　その他の構成は、変形例１と同様である。
【０１３４】
　次に、変形例２の内視鏡２の作用について、図１４、及び図１５を参照しながら説明す
る。尚、ＳＭＡワイヤ４２の駆動制御については実施例１と同様であるので省略する。
【０１３５】
　いま、術者は、モニタ５に表示された内視鏡画像を見ながら内視鏡２の撮像ユニット２
０のズーミング操作を行うものとする。　
　この場合、術者は、実施例１と同様に操作部１０のアクチュエータ駆動用のスイッチで
あるリモートスイッチ１０ｂを操作する。このことにより、ビデオプロセッサ４の制御に
よってＳＭＡワイヤ４２には駆動信号が供給され、その結果、ＳＭＡワイヤ４２の通電に
よる収縮により、ＳＭＡバネ４２Ｂを介して移動レンズ枠２２がＴｅＬｅ端位置（図４参
照）からＷｉＤＥ端位置（図５、又は図６参照）へと移動される。
【０１３６】
　このとき、イオン伝導アクチュエータ８１は、ＳＭＡワイヤ４２の駆動と同時に、信号
線７３を介して駆動信号が供給されようになっている。この場合、信号線７３を介して供
給される駆動信号（固定信号）は、イオン伝導アクチュエータ８１、金属固定部８０、移
動レンズ枠２２、第３レンズ枠２３、円柱部材１４、外装部材１６を介して、ビデオプロ
セッサ４の図示しない接地部へと流れるようになっている。
【０１３７】
　このため、イオン伝導アクチュエータ８１は、駆動信号が供給されて電圧が印加される
ことにより、図１５に示すように変形する。このことにより、ＳＭＡワイヤ４２の駆動時
には、ストッパー部８５との係合が解除されて、移動レンズ枠２２は進退移動可能な状態
となり、ＴｅＬｅ端位置（図４参照）からＷｉＤＥ端位置（図５、又は図６参照）へと移
動されることになる。このときのイオン伝導アクチュエータ８１とストッパー部８５との
状態が図１５に示されている。
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【０１３８】
　その後、ビデオプロセッサ４は、リモートスイッチ１０Ｇｃが操作されると、イオン伝
導アクチュエータ８１に対し、信号線７３を介して供給している駆動信号の出力を停止す
る。
【０１３９】
　すると、イオン伝導アクチュエータ８１は、図１４に示すように、通常の形状に戻るこ
とにより、任意のストッパー部８５と係合することになる。このことにより、イオン伝導
アクチュエータ８１は、ストッパー８４のいずれかのストッパー部８５と係合して保持さ
れるので、移動レンズ枠２２を、ＴｅＬｅ端位置（図１２参照）からＷｉＤＥ端位置（図
１２中の波線で示す部分）の間の所定位置に保持して固定することができる。　
　したがって、変形例２によれば、変形例１と同様の効果が得られる。　
　また、変形例２においても、変形例１と同様に、ＳＭＡワイヤ４２、及びＳＭＡバネ４
２Ｂの収縮を開始する温度（例えば４５℃）をＳＭＡパイプ８３の収縮を開始する温度（
例えば１００℃）以下となるようにＳＭＡワイヤ４２、ＳＭＡバネ４２Ｂ、及びＳＭＡパ
イプ８３を構成した場合には、内視鏡２をオートクレーブなどの滅菌処理を行うとすると
、ＳＭＡワイヤ４２、及びＳＭＡバネ４２Ｂは、過熱によって例えば４５℃くらいから収
縮を開始することになるが、ＳＭＡパイプ８３は、例えば１００℃から収縮することなる
。このことにより、ＳＭＡワイヤ４２、及びＳＭＡバネ４２Ｂの張力を緩和することがで
きるので、オートクレーブ等の滅菌処理時におけるＳＭＡワイヤ４２、及びＳＭＡバネ４
２Ｂの断線を防止することができるといった効果も得る。
【０１４０】
　（実施例３）
　次に、本発明に係る内視鏡の実施例３について、図１６から図１８を参照しながら説明
する。　
　図１６から図１８は本発明の内視鏡の実施例３を示し、図１６は内視鏡の先端部内の撮
像ユニットの構成図、図１７、及び図１８は実施例３の内視鏡のアクチュエータの作用を
説明するための一部破断した撮像ユニット主要部の断面図であり、図１７はＳＭＡバネの
通電時にこのＳＭＡバネが縮んで移動レンズ枠が基端側方向に移動した状態を示し、図１
８はＳＭＡバネの非通電時にその付勢力により移動レンズ枠が先端部方向に移動した状態
をそれぞれ示している。尚、図１６から図１８は実施例１の構成要素と同一の構成要素に
ついては同一の符号を付して説明を省略し、異なる部分のみを説明する。
【０１４１】
　実施例３の内視鏡２の撮像ユニット２０Ｄは、実施例１の撮像ユニット２０と略同様に
構成しているが、アクチュエータユニット１２Ｃに改良がなされている。　
　具体的には、図１６～図１８に示すように、第３レンズ枠２３の連通孔２３ｂには、こ
の連通孔２３ｂの後方側に突出するようにパイプ８６が挿通されて固定されている。この
パイプ８６の基端部には、実施例１の駆動信号ケーブル５３が接着部５０によって固定さ
れている。そして、パイプ８６の基端側内部において、駆動信号ケーブル５３の信号線５
２がＳＭＡバネ４２Ｃに、例えばかしめて半田等で電気的に接続し固定されている。
【０１４２】
　ＳＭＡバネ４２Ｃは、変形例２と同様にＳＭＡ部材を用いてバネ形状に形成されたもの
で、パイプ８６に配設されている。そして、ＳＭＡバネ４２Ｃのバネ形状部分の先端部が
移動レンズ枠２２の取り付け孔２２ｃに当接されると同時に、延設するＳＭＡワイヤ部分
の先端部には、実施例１と同様にボール係止部４０が設けられて連通孔２２ａに係止され
ている。
【０１４３】
　したがって、ＳＭＡバネ４２Ｃの先端部（ボール係止部４０）が移動レンズ枠２２に係
止されているので、ＳＭＡバネ４２Ｃの先端部は、移動レンズ枠２２の外周面と第３レン
ズ枠２３の内周面との接触によって、円柱部材１４を介して、接地された外装部材１６と
電気的に接続させることが可能である。
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【０１４４】
　上記構成によれば、ＳＭＡバネ４２Ｃは、バネ形状に形成されているので実施例１のバ
ネ４３（図２参照）と同様のばね特性、すなわち、移動レンズ枠２２を、第３レンズ枠２
３に対して、常時撮影軸前方方向に付勢することが可能となる。勿論、ＳＭＡバネ４２Ｃ
は、実施例１のＳＭＡワイヤ４２と同様に駆動時には、その過熱により収縮し、非駆動時
には膨張するといった特性を有している。
【０１４５】
　その他の構成は、実施例１と同様である。
【０１４６】
　次に、実施例３の作用について、図１７、及び図１８を参照しながら説明する。　
　いま、術者は、モニタ５に表示された内視鏡画像を見ながら内視鏡２の撮像ユニット２
０の例えばズーミング操作を行うものとする。　
　このとき、図１８に示すように、撮像ユニット２０Ｄの移動レンズ枠２２がＴｅＬｅ端
位置にある状態、又は術者が操作部１０のアクチュエータ駆動用のスイッチであるリモー
トスイッチ１０ｂを操作した場合には、撮像ユニット２０内のＳＭＡバネ４２Ｃには通電
がなされてない状態である。
【０１４７】
　つまり、アクチュエータユニット１２ＣのＳＭＡバネ４２Ｃは、駆動信号ケーブル５３
からの駆動用信号の供給が停止されて非通電状態となっている。この場合、ＳＭＡバネ４
２Ｃは、非通電状態であるので収縮せずに膨張しており、また、撮影軸方向に移動自在な
状態になっている。
【０１４８】
　したがって、移動レンズ枠２２は、図１８に示すように、ＳＭＡバネ４２Ｃによる先端
部１２の前方方向への付勢力によって第３レンズ枠２３の第３レンズ群３０よりも最も離
れる位置（ＴｅＬｅ端位置）に移動させて配置される。
【０１４９】
　そして、術者は、操作部１０のアクチュエータ駆動用のスイッチであるリモートスイッ
チ１０ａを操作してズーミング動作を行うものとする。　
　すると、ビデオプロセッサ４は、リモートスイッチ１０ａの操作信号に基づき、駆動信
号ケーブル５３を介してＳＭＡバネ４２Ｃに駆動信号を供給する。
【０１５０】
　このとき、ＳＭＡバネ４２Ｃの先端側は、ボール係止部４０、移動レンズ枠２２、第３
レンズ枠２３、及び円柱部材１４を介して、基準電位となるように接地された外装部材１
６と電気的に接続しているので、その結果、ＳＭＡバネ４２Ｃには駆動信号が流れて通電
状態となる。
【０１５１】
　すると、ＳＭＡバネ４２Ｃは、通電状態になると、その特性により過熱されて収縮する
。その結果、ＳＭＡワイヤ４２の収縮作用により、移動レンズ枠２２は、図１７に示すよ
うに、図１８に示すＬ１から図１７に示すＬ０の距離を第３レンズ群３０方向に移動し、
そして、この移動レンズ枠２２の基端部が位置決め部材２３ａに当接することによって、
移動レンズ枠２２がＷｉｄｅ端の位置にて位置決めされる。
【０１５２】
　このことにより、移動レンズ枠２２によって保持されている第２レンズ２９がＴｅＬｅ
端の位置から第３レンズ群３０，及び第４レンズ群３１に対してＷｉｄｅ端の位置に移動
することになるので、ズーミング、又はフォーカスを行ったり、観察深度を切り替えたり
するなどの、拡大観察を行うことが可能となる。
【０１５３】
　したがって、実施例３によれば、実施例１と同様の効果が得られる他に、バネ４３を用
いずともアクチュエータユニット１２Ｃを構成できるので、構造が簡素化し、さらにコス
トを低減することも可能となる。
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【０１５４】
　ところで、撮像ユニット２０のアクチュエータユニット１２Ｃに、ＳＭＡ部材を用いた
ＳＭＡワイヤ４２等を設けて構成すると、このようなＳＭＡ部材は熱により変形するとい
った特性を有しているので、例えばオートクレーブ等の滅菌処理を行う場合にはＳＭＡワ
イヤ４２等のＳＭＡ部材が変形してしまい、アクチュエータ本来の動作性能に悪影響を及
ぼしてしまう虞がある。
【０１５５】
　そこで、本発明では、前記問題点に鑑みてなされたもので、オートクレーブ等の滅菌処
理を行った場合でも、アクチュエータの動作性能の安定化を図ることができる内視鏡を提
供する。このような実施例を下記に示す。
【０１５６】
　（実施例４）
　図１９から図２１は本発明の内視鏡の実施例４を示し、図１９は内視鏡の先端部内の撮
像ユニットの構成図、図２０、及び図２１は実施例４の内視鏡のアクチュエータの作用を
説明するための一部破断した撮像ユニット主要部の断面図であり、図２０はオートクレー
ブ等の滅菌処理を行ってない通常時の状態を示し、図２１はオートクレーブ等の滅菌処理
を行った場合の過熱によりＳＭＡパイプが縮んだ状態をそれぞれ示している。尚、図１９
から図２１は実施例１の構成要素と同一の構成要素については同一の符号を付して説明を
省略し、異なる部分のみを説明する。
【０１５７】
　実施例４の内視鏡２の撮像ユニット２０Ｅは、実施例１の撮像ユニット２０と略同様に
構成しているが、アクチュエータユニット１２Ｃに改良がなされている。　
　具体的には、図１９～図２１に示すように、アクチュエータユニット１２Ｃを構成する
第３レンズ枠２３の連通孔２３ｂには、実施例３と同様にこの連通孔２３ｂの後方側に突
出するようにＳＭＡパイプ８６Ａが挿通されて固定されている。このＳＭＡパイプ８６Ａ
の基端側の構成は、実施例３と略同様であるが、ＳＭＡパイプ８６Ａの基端側内部におい
て、駆動信号ケーブル５３の信号線５２がＳＭＡワイヤ４２の基端部に、例えばかしめて
半田等で電気的に接続され接着部５０によって固定されている。
【０１５８】
　ＳＭＡパイプ８６Ａは、ＳＭＡ部材を用いてパイプ状に形成たれたものである。そして
、このＳＭＡパイプ８６Ａ内の接着部５０には、実施例１と同様のバネ４３の基端部が当
接している。
【０１５９】
　尚、ＳＭＡワイヤ４２の収縮を開始する温度をＳＭパイプ８６Ａの収縮を開始する温度
よりも低くなるようにＳＭＡワイヤ４２、及びＳＭＡパイプ８６Ａを構成している。つま
りＳＭＡワイヤ４２の収縮を開始する温度とＳＭＡパイプ８６Ａの収縮を開始する温度と
は異なったものとなる。例えば、本実施例４では、ＳＭＡワイヤ４２の収縮を開始する温
度を４５℃とし、ＳＭＡパイプ８６Ａの収縮を開始する温度を１００℃としている。この
場合、それぞれの収縮を開始する温度が異なるＳＭＡ部材を得るためには、ＳＭＡ部材を
製造する際の製造成分の配合比を切り替えれば実現可能である。　
　その他の構成は、実施例１と同様である。
【０１６０】
　次に、実施例４の作用について、図２０、及び図２１を参照しながら説明する。　
　アクチュエータユニット１２Ｃを構成するＳＭＡパイプ８６Ａは、熱により収縮するが
、収縮を開始する温度が例えば１００℃と高いので、前記したような通常の使用状態では
変形することはない。
【０１６１】
　また、ＳＭＡワイヤ４２は、過熱によって例えば４５℃くらいから収縮を開始すること
になる。このため、内視鏡２をオートクレーブなどの滅菌処理を行った場合には、ＳＭＡ
ワイヤ４２は、過熱によって例えば４５℃くらいから収縮を開始することになるので、通
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常の構成（単にＳＭＡワイヤ４２のみを設けた構成）だと、ＳＭＡワイヤ４２の張力が増
して破断してしまう虞れがあり、動作性能に悪影響を及ぼしてしまう。
【０１６２】
　ところが、実施例４のアクチュエータユニット１２Ｃでは、ＳＭＡワイヤ４２の基端部
が接着部５０を介して固定されるＳＭＡパイプ８６Ａは、例えば１００℃から収縮するよ
うなＳＭＡ部材を用いて構成されている。このことにより、ＳＭＡワイヤ４２が例えば４
５℃より収縮を開始したとしても、ＳＭＡパイプ８６Ａは１００℃で収縮するので、その
結果ＳＭＡワイヤ４２の張力を緩和することができる。
【０１６３】
　つまり、オートクレーブ等の滅菌処理を行ってない通常時では、図２０に示すように、
ＳＭＡパイプ８６Ａの撮影軸長手方向の長さはＬ２であるが、オートクレーブ等の滅菌処
理を行った場合の過熱により例えば１００℃近傍になると、ＳＭＡパイプ８６Ａは、図２
１に示すように、撮影軸方向の長さＬ３まで縮小することになる。
【０１６４】
　すなわち、このＳＭＡパイプ８６Ａが図２１に示すように縮小することにより、ＳＭＡ
ワイヤ４２が高温により縮小したとしても、これに伴ってＳＭＡパイプ８６Ａが縮むので
、ＳＭＡワイヤ４２の張力を緩和することが可能となる。よって、アクチュエータユニッ
ト１２Ｃの動作性能の安定化を図ることが可能となる。
【０１６５】
　尚、ＳＭＡワイヤ４２の収縮開始温度として例えば４５℃、また、ＳＭＡパイプ８６Ａ
の収縮開始温度として例えば１００℃として説明したが、これに限定されるものではなく
、前記同様に作用、効果が得られる収縮開始温度であれば、いずれのＳＭＡ部材を構成し
て用いても良い。
【０１６６】
　したがって、実施例４によれば、実施例１と同様の効果が得られる他に、オートクレー
ブ等の滅菌処理を行った場合でも、アクチュエータの動作性能の安定化を図ることができ
る内視鏡を提供することが可能となる。
【０１６７】
　尚、本実施例では、内視鏡２に対する過熱動作として、オートクレーブ等の滅菌処理を
行うことによって過熱した場合について説明したが、これに限定されるものではなく、こ
れ以外の過熱動作によって過熱した場合にも同様の効果が得られるようになっている。
【０１６８】
　以上の実施例に記載した発明は、その実施例、及び変形例に限ることなく、その他、実
施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で種々の変形を実施し得ることが可能である。さら
に、前記実施例には、種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件にお
ける適宜な組合せにより種々の発明が抽出され得る。
【０１６９】
　例えば、実施例に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、発明が解
決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果で述べられている効果が得
られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。
【図面の簡単な説明】
【０１７０】
【図１】本発明の内視鏡の実施例１を示し、内視鏡を有する内視鏡システムの全体構成を
示す構成図。
【図２】図１の内視鏡の先端部の断面図。
【図３】図２のＣ矢印方向からみた場合の先端部の平面図。
【図４】ＳＭＡワイヤの非通電時にばねの付勢力により移動レンズ枠が先端部方向に移動
した状態を示す撮像ユニットの断面図。
【図５】ＳＭＡワイヤの通電時にＳＭＡワイヤが縮んで移動レンズ枠が基端側方向に移動
した状態を示す撮像ユニットの断面図。
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【図６】本発明の内視鏡の実施例２を示し、内視鏡の先端部内の撮像ユニットの断面図。
図７、及び図８は図８は保持手段がオン状態のときの状態を示し図。
【図７】図６の撮像ユニット内に設けられた保持手段がオフ状態のときの状態を示す斜視
図。
【図８】図６の撮像ユニット内に設けられた保持手段保持手段がオン状態のときの状態を
示す斜視図。
【図９】実施例２の保持手段の変形例１を示し、内視鏡の先端部内の撮像ユニットの断面
図。
【図１０】図９の撮像ユニット内に設けられた保持手段がオフ状態のときの状態を示す側
面図。
【図１１】図９の撮像ユニット内に設けられた保持手段がオン状態のときの状態を示す側
面図。
【図１２】実施例２の保持手段の変形例２を示し、内視鏡の先端部内の撮像ユニットの断
面図。
【図１３】図１の撮像ユニットに設けられたイオン伝導アクチュエータの動作原理を説明
する図。
【図１４】図１２の撮像ユニット内に設けられた保持手段がオフ状態のときの状態を示す
拡大断面図。
【図１５】図１２の撮像ユニット内に設けられた保持手段がオン状態のときの状態を示す
拡大断面図。
【図１６】本発明の内視鏡の実施例３を示し、内視鏡の先端部内の撮像ユニットの構成図
。
【図１７】ＳＭＡバネの通電時にこのＳＭＡバネが縮んで移動レンズ枠が基端側方向に移
動した状態を示す、一部破断した撮像ユニット主要部の断面図。
【図１８】ＳＭＡバネの非通電時にその付勢力により移動レンズ枠が先端部方向に移動し
た状態を示す、一部破断した撮像ユニット主要部の断面図。
【図１９】本発明の内視鏡の実施例４を示し、内視鏡の先端部内の撮像ユニットの構成図
。
【図２０】オートクレーブ等の滅菌処理を行ってない通常時の状態を示し、一部破断した
撮像ユニット主要部の断面図。
【図２１】オートクレーブ等の滅菌処理を行った場合の過熱によりＳＭＡパイプが縮んだ
状態を示し、一部破断した撮像ユニット主要部の断面図。
【符号の説明】
【０１７１】
１…内視鏡装置、
２…内視鏡、
９…挿入部、
１０…操作部、
１０Ｃ…把持部、
１０Ｄ…送気送水操作ボタン、
１０Ｅ…吸引操作ボタン、
１０Ｆ…湾曲操作ノブ、
１０ａ～１０ｃ…リモートスイッチ、
１１ａ…コネクタ部、
１１…ユニバーサルコード、
１２Ｃ…アクチュエータユニット、
１２Ｂ…撮像光学系ユニット、
１２…先端部、
１２ａ…先端面、
１２Ａ…対物光学系ユニット、
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１３…先端カバー、
１４…円柱部材、
１６…外装部材、
１７…補強環、
２０、２０Ａ～Ｅ…撮像ユニット、
２２…第２レンズ枠（移動レンズ枠）、
２２ａ…連通孔、
２３…第３レンズ枠、
２３ｂ…連通孔、
２７…観察窓（先端レンズ）、
２９…第２レンズ、
３２ａ…カバーレンズ、
３２…撮像素子、
３６…信号ケーブル、
４０…ボール係止部、
４１…外装部材、
４２…ＳＭＡワイヤ、
４３…バネ、
４４…ガイドリング、
４６…絶縁パイプ、
４７…コイルバネ、
５２…信号線、
５３…駆動信号ケーブル。

【図１】 【図２】
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